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宿泊・自宅療養中の患者に対して往診を行った場合の算定例 

 

【例】宿泊・自宅療養者である再診患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウ

イルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診。コロナの

症状に係る薬剤を処方した場合。 

（１）診療状況 

 ・宿泊・自宅療養者から COVID-19 に関連した症状に関して往診を求められる。 

・医師が緊急性を認め、標榜時間内に往診を行う。 

・コロナの症状に係る A 薬剤を院外処方。 

 

（２）算定点数と公費負担医療適用の可否 

＊再診料（73 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

＊院内トリアージ実施料（診療報酬上臨時的取扱）（300 点） 

→宿泊・自宅療養者の公費 

＊往診料（720 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

  ＊緊急往診加算（在支診等以外）（325 点）→宿泊・自宅療養者の公費 

＊救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（ＣＯＶ・往診等）（2,850 点） 

→宿泊・自宅療養者の公費 

＊処方箋料→宿泊・自宅療養者の公費 

＊一般名処方加算２→宿泊・自宅療養者の公費 

（考え方） 

① 宿泊・自宅療養中に新型コロナウイルス感染症に係る診療を行ったため、全ての点数の患者一部負

担金分について宿泊・自宅療養の公費 28070605 が適用される。 

② 救急医療管理加算１（診療報酬上臨時的取扱）（ＣＯＶ・往診等）（2,850 点）を算定する患者が 6 歳

未満の場合は「乳幼児加算（救急医療管理加算・臨時的取扱）（外来診療・往診等）」（400 点）を、6

歳以上 15 歳未満の場合は「小児加算（救急医療管理加算・臨時的取扱）（外来診療・往診等）」（200

点）をさらに算定できる。 
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【レセプト表示例】 

 


